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平成 28 年度税制改正の論議 

― 消費税の軽減税率制度と法人税改革 ― 

 

財政金融委員会調査室  吉成 俊治 

 

１．はじめに 

平成 28 年３月 29 日、平成 28 年度税制改正法案（以下「本改正案」という。）1が参議院

本会議において可決され、成立した。これにより、平成 29 年４月に予定されている消費税

率 10％への引上げと同時に軽減税率制度が導入されるとともに、平成 28 年度から法人実

効税率2が 20％台にまで引き下げられることとなった。 

国会審議では、消費税の軽減税率制度や法人税改革に加え、消費税率引上げの再延期が

主な焦点となった。このうち、消費税の軽減税率制度については、適用対象品目の範囲、

低所得者対策としての意義及び効果、安定的な恒久財源の確保策、インボイス制度導入の

影響等が議論された。また、法人税改革については、法人実効税率引下げの意義及び効果、

課税ベースの拡大等による影響、今後の方向性等が議論された。中でも、消費税率引上げ

の再延期については、第 190 回国会会期終了日の平成 28 年６月１日に再延期が発表された

ため、国会会期中に徹底した議論がなされたとは言い難い。 

本稿では、平成 28 年度税制改正の概要に加え、消費税の軽減税率制度、消費税率引上げ

の再延期及び法人税改革を中心に主な国会論議を紹介する。 

 

２．主な改正概要 

（１）消費税の軽減税率制度の導入 

ア 軽減税率制度の概要 

平成 24 年６月の民主党、自由民主党及び公明党による三党合意に基づく「社会保障と

税の一体改革」（以下「一体改革」という。）の枠組みの下、同年８月に税制抜本改革法3

が成立した。同法に基づき、消費税率は段階的に 10％まで引き上げることとされたが、

消費税は、低所得者ほど所得に占める消費税の負担割合が高くなるという逆進性の問題

を有していることから、同法第７条4では、低所得者対策として、①総合合算制度5、②

                                                                                  
1 「所得税法等の一部を改正する法律案」（閣法第 16 号） 
2 法人税（国税）の計算において、法人事業税（地方税）が損金算入されることを調整した上で、法人税、法

人事業税及び法人住民税（地方税）の表面上の税率を合計したもの。なお、本文中の法人実効税率は、地方

税の算定に標準税率を用いている。 
3 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」

（平成 24 年法律第 68 号） 
4 税制抜本改革法第７条第１号イ～ハの概要は以下のとおり（下線部筆者記入）。 

一 消費課税については、消費税率の引上げを踏まえて、次に定めるとおり検討すること。 

イ 低所得者に配慮する観点から、番号制度の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直

し及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度、給付付き税額控除等の施策の導入について、所得

の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討する。 
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給付付き税額控除、③複数税率の導入について様々な角度から総合的に検討することと

されていた。 

  政権交代を経て与党となった自由民主党及び公明党は、同条の規定に基づき軽減税率

制度の導入について与党税制協議会を中心に議論を重ねた結果、平成 29 年４月の消費税

率 10％への引上げに合わせ、「酒類及び外食を除く飲食料品」及び「週２回以上発行さ

れる新聞の定期購読料」を対象に消費税の軽減税率制度（８％）を導入することとした6。 

イ インボイス制度（適格請求書等保存方式）の導入 

消費税は税の累積を排除するため、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額

を控除する仕組みとなっている。現行の「請求書等保存方式」は、帳簿の保存に加え、

取引の相手方（第三者）が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額

控除の要件としているが、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられて

いない。現在の単一税率の下では、仕入控除税額の計算に当たり、請求書等に税額が別

記されていなくとも支障はないが、複数税率の下では適用税率・税額を記載したインボ

イスがなければ正確な税額の計算が困難になるとされる。 

このため、今回の改正では、欧州と同様に、インボイス制度（適格請求書等保存方式）

が導入されることとなった（図表１参照）。 

具体的には、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者（売り手）に対し、課

税事業者（買い手）から求められた場合には、適格請求書等の交付及び写しの保存が義

務付けられる。また、適格請求書等には、現行の請求書等の記載事項7に加え、①登録番

号、②軽減税率の対象品目である旨、③税率ごとに区分して合計した対価の額及び消費

税額が追加される。買い手に対しては、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件とな

る。このため、適格請求書等を発行できない免税事業者（課税売上高 1,000 万円以下）

からの仕入れに対しては仕入税額控除が認められない。 

インボイス制度の導入時期については、事業者の準備等の執行可能性に配慮し、平成

29 年４月の消費税率 10％への引上げ時ではなく平成 33 年４月からとされ、それまでの

間は経過措置として、簡素な方法（区分記載請求書等保存方式及び税額計算の特例）が

導入される。 

 

 

 

                                                                                  
ロ 低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事

務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する。 

ハ イ及びロの検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障

の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可

能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施する。 
5 低所得者の負担を軽減するため、医療・介護・保育等に関する自己負担を制度単位でなく家計全体をトータ

ルに捉え、負担の上限を設定する制度として創設が予定されていた。 
6 『平成 28 年度税制改正大綱』（平成 27 年 12 月 16 日 自由民主党・公明党） 
7 ①請求書等発行者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引の内容、④対価の額、⑤請求書等受領者の氏名又

は名称 
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図表１ 区分経理の方法の比較 

 

（出所）財務省資料を一部加工 

 

ウ 安定的な恒久財源の確保 

平成 29 年４月に予定されている消費税率 10％への引上げと同時に消費税の軽減税率

制度（８％）が導入される。同制度により、およそ１兆円8の減収が見込まれるが、政府

はこれを賄うため、安定的な恒久財源を確保することとした。このうち 0.4 兆円程度は、

「社会保障の充実」の一つとして予定していた総合合算制度を見送ることにより確保す

ることとしたが、残る 0.6 兆円程度は、平成 28 年度末までに歳入及び歳出における法制

上の措置等を講ずることにより手当てすることとなっている9。一方で、2020 年度（平

成 32 年度）の財政健全化目標との関係や平成 30 年度の「経済・財政再生計画」の中間

評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革や社会保障制度改革等の歳入及び

歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずることとした。 

 

（２）法人税改革 

平成 24 年 12 月に発足した第２次安倍内閣は、デフレ脱却と経済再生に向け、税制面で

は、法人実効税率の引下げにより拡大した企業収益を積極的な投資や賃上げにつなげるこ

とで経済の好循環を目指すなどの施策を実施してきた。 

平成 26 年度税制改正では、東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税

                                                                                  
8 具体的には、酒類及び外食を除く飲食料品で約１兆 200 億円、新聞で約 200 億円の減収となるとされる。 
9 本改正案附則第 170 条 
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（法人税額の 10％）を１年前倒しで廃止し、平成 26 年度から法人実効税率を 37.0％から

34.62％に引き下げた。 

さらに、安倍内閣は、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」ことにより、法人

課税を成長志向型の構造に変えることを目的として、平成 27 年度から法人税改革に着手し、

以後数年かけて法人実効税率を 20％台まで引き下げることを目指すこととしていた。 

これを踏まえ、平成 27 年度税制改正においては、欠損金繰越控除の見直し、受取配当等

益金不算入の見直し、法人事業税の外形標準課税の拡大、租税特別措置の見直しにより、

財源を確保しつつ、法人実効税率を平成 27 年度に 32.11％（対平成 26 年度比▲2.51％）、

平成 28 年度に 31.33％（同▲3.29％）まで引き下げることとした。 

さらに、平成 28 年度税制改正においては、法人税改革の流れが加速された。具体的には、

租税特別措置の見直し、減価償却の見直し、欠損金繰越控除の更なる見直し、法人事業税

の外形標準課税の更なる拡大等の課税ベースの拡大により財源を確保した上で、法人実効

税率の引下げ幅を上乗せし、平成 28 年度に 29.97％（同▲4.65％）、平成 30 年度に 29.74％

（同▲4.88％）まで引き下げることとし、当初数年かけるとした 20％台への引下げを前倒

しで実現した（図表２参照）。 

 

図表２ 法人実効税率の引下げ 

 

（出所）財務省資料を一部加工 

 

（３）その他 

ア スイッチＯＴＣ医薬品控除の創設 

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、検診、予防接種等

受けている個人を対象として、いわゆるスイッチＯＴＣ医薬品10の年間購入額が 1.2 万

円を超えた場合には、その超える額を所得控除（限度額 8.8 万円）できる制度が創設さ

れた。 

イ 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の創設 

出産・子育ての不安や負担を軽減することが課題となっていることを踏まえ、世代間

の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに

関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合

                                                                                  
10 元来医療用医薬品として使用されていたものが、成分の有効性や安全性などに問題がないと判断され、薬局

で店頭販売できる要指導医薬品や一般用医薬品に転用（スイッチ）されたもの。 
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の税額控除制度が導入された。 

ウ ＢＥＰＳプロジェクト関係 

ＢＥＰＳプロジェクト11の勧告を踏まえ、多国籍企業グループによるグループ内取引

を通じた所得の海外移転に対して適正な課税を実現するため、多国籍企業のグローバル

な活動・納税実態を把握するための制度が整備された。具体的には、多国籍企業グルー

プに対して、各国共通の様式に基づき、「ローカルファイル」12、「マスターファイル（事

業概況報告事項）」13及び「国別報告書（国別報告事項）」14を税務当局に提供すること等

が義務付けられた。   

 

３．主な国会論議 

（１）消費税の軽減税率制度をめぐる議論 

ア 適用対象品目の範囲 

軽減税率制度の適用対象品目は、飲食料品（酒類及び外食を除く）及び週２回以上発

行される新聞の定期購読料とされた。この選定の基準について、麻生財務大臣は、①日々

の生活の中での消費又は活用の状況、②逆進性の緩和効果、③合理的かつ明確な線引き、

④社会保障財源である消費税収への影響等を総合的に勘案したと述べたが15、国会審議

では、これらの点をめぐり様々な問題点が議論された。 

（ア）飲食料品（酒類及び外食を除く） 

適用対象となる飲食料品の範囲をめぐっては、与党内で生鮮食品に絞る案や加工食品

まで広げる案などを中心に議論された。最終的に、酒類及び外食を除く飲食料品となっ

たが、まず、酒類が除かれた理由について政府参考人は、未成年者の飲酒が禁止されて

いることや日常生活の中で幅広い層に消費されているわけではないことを挙げた。また、

外食が除かれた理由については、軽減税率の適用対象品目と比較した場合、消費税負担

の逆進性が乏しいとの見解を示した16。一方、低所得者対策の観点から、電気、ガス、

水道、通信料等の生活必需品を適用対象とすることなどの是非が問われた。これに対し

安倍総理は、特定の物品やサービスを対象とすることで代替品との間にゆがみが生じ、

これを回避するために更に対象を拡大することで、消費税収を減少17させるおそれがあ

ることから、いずれも適用の拡大に慎重な考えを示した18。 

                                                                                  
11 ＢＥＰＳ（Base Erosion and Profit Shifting、税源浸食と利益移転）プロジェクトとは、多国籍企業が各

国の税制や国際課税ルールの隙間や抜け穴を利用して行う租税回避を防止するため、ＯＥＣＤ・Ｇ20 が立ち

上げた国際課税ルール全体を見直すプロジェクトである。平成 27 年 10 月に 15 の行動計画について最終報告

書が公表され、同年 11 月にＧ20 サミットに報告された。各国において国内法の整備が求められており、我

が国においても対応が進められている。 
12 関連者間取引における独立企業間価格を算定するための詳細な情報のこと。 
13 グループの活動の全体像に関する情報のこと。 
14 国別の活動状況に関する情報のこと。 
15 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第８号 12、13 頁（平 28.2.26） 
16 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第５号 44 頁（平 28.2.23） 
17 麻生財務大臣から、電気・ガス・水道を軽減税率の適用対象にする場合、約 4,000 億円の財源が必要である

旨示されている。第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第６号 17 頁（平 28.2.24） 
18 第 190 回国会衆議院本会議録第 11 号 14 頁（平 28.2.16） 
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このように、適用対象品目から外食が除かれたが、飲食料品か外食かの判定をめぐり、

事業者の対応に混乱が生ずる懸念が指摘された。本改正案において「外食」とは、①事

業者が顧客に飲食させようと考えている飲食設備のある場所において（場所要件）、②顧

客に飲食させるサービス（サービス要件）の２要件を満たすものと規定されている。国

会審議の中では、混乱が懸念される例として、ファストフード店などでテークアウト（税

率８％）として購入しながらも実際には店内で食事をする（税率 10％）場合の判定基準

が問題とされた。この点について政府参考人は、飽くまでも販売事業者が販売時点で判

断するもので、事後的に適用関係を変えないとの基準を示した19。しかし、販売時点で

課税関係が決まる制度では事実上脱法行為を助長するとの懸念も指摘された。これに対

し安倍総理は、「実際問題として、販売事業者において全ての顧客に対して実際にテーク

アウトしたか否かの事後確認を求めることは現実的ではない」との見解を示したが20、

軽減税率制度に対する信頼性を確保するためにも事業者の対応も含めた執行の在り方が

課題となろう。 

（イ）新聞の定期購読料 

軽減税率の適用対象品目として新聞の定期購読料が加えられた。欧州においても軽減

税率の対象となっているとは言え、若年層の購読率が低い現状も指摘されていることか

ら、逆進性対策としての意義が問われた。この点について安倍総理は、「日常生活におけ

る情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれているこ

と、この結果、新聞の購読料に係る消費税負担は逆進的になっている」と答弁した21。

しかし、一般的に定期購読の定義に発行頻度は含まれないため、適用対象となる発行頻

度を週２回以上に限定した理由が問われた。これに対し政府参考人から、日刊を基本と

した上で地方紙の発行状況を勘案した結果、週２回を発行頻度の下限としたとの説明が

あったが22、駅売りを除外したことなど明確な区分がなされているとは言い難い。また、

安倍総理は、書籍、雑誌を対象外とした理由として、「対象範囲の外縁の定義づけが困難

であること、書籍、雑誌の購入に係る消費税負担は逆進的とは言えないこと、適切に有

害図書を排除する仕組みが存在しない」ことを挙げた23。しかし、書籍・雑誌への適用

拡大については、平成 28 年度与党税制改正大綱で引き続き検討事項とされていることや、

欧州では適用対象とされる例が多いことを踏まえ、今後の対応が注目される。 

イ 低所得者対策としての軽減税率制度 

軽減税率制度については、高所得者ほど消費額に比例して負担軽減額も大きくなるこ

となどから、逆進性対策としての意義や効果に疑問を呈する声も多い。これに対し麻生

財務大臣は、消費税の逆進性は消費税負担の絶対額ではなく、収入に占める消費税負担

の割合により計るべきとした24。また、安倍総理は、消費支出に占める飲食料品等の割

                                                                                  
19 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第４号 21 頁（平 28.2.17） 
20 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第 10 号３、４頁（平 28.3.1） 
21 第 190 回国会衆議院本会議録第 11 号 14 頁（平 28.2.16） 
22 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第８号 24 頁（平 28.2.26） 
23 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第６号 10 頁（平 28.2.24） 
24 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第６号 26 頁（平 28.2.24） 
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合は低所得者ほど高くなっており、さらに、日常生活の中で痛税感の緩和を実感するこ

とで消費行動にもプラスの影響が期待できると述べた25。このように、軽減税率制度は

高所得者にも恩恵が及ぶものの、日常生活において「痛税感の緩和」を実感できること

が利点として強調された。 

一方、税制抜本改革法第７条26では、消費税率引上げに伴う低所得者対策として、給

付付き税額控除についても検討することが明記されている。この給付付き税額控除は、

制度の対象者を一定水準の所得を下回る者に限定し、かつ所得水準に応じて給付額等を

決めることができるなど、低所得者に恩恵を限定させることができる。また、対象品目

の設定や事業者の事務負担の問題が生じないといった利点がある。このように、軽減税

率制度が持つ欠点を解消できることや一体改革の趣旨を踏まえ、給付付き税額控除の導

入について議論が行われた。これに対し麻生財務大臣は、対象者を低所得者に絞ること

ができる利点は認めつつも、消費税負担が直接軽減されるものではないため痛税感の緩

和が実感につながらない点や、欧州等で所得等の把握が困難なことにより生ずる過払い

や不正が多発している状況から、支給の適正性の確保が困難であるとの見解を示した27。 

ウ 安定的な恒久財源の確保策 

軽減税率制度の導入に当たっては、およそ１兆円の減収が見込まれている。一体改革

では、消費税率 10％への引上げに伴う増収分５％のうち１％分に当たる 2.8 兆円程度を

子ども・子育て支援や医療・介護などの「社会保障の充実」に充てることとされている

ため、減収見込額１兆円を賄うために安定的な恒久財源が必要とされた。この１兆円の

減収見積りは、消費税収の実績から試算28したとされるが、一方で、家計調査に基づく

一人当たりの消費税負担額に総人口を掛けて算出した場合には 0.6 兆円程度となるため、

両者が相違する理由が問われた。これに対し麻生財務大臣は、家計調査が家計構造を明

らかにするためのサンプル調査であることから、同調査で把握できる消費額は実際の消

費額の６割程度であるとし、軽減税率制度の減収見積りとしては１兆円程度が妥当であ

るとの見解を示した29。 

また、減収額１兆円を賄う安定的な恒久財源をどのように確保するのかについても焦

点となった。政府は、総合合算制度の導入を見送ることで 0.4 兆円程度を確保したとし

ている。残る 0.6 兆円程度の財源として、政府内では税収の上振れ分を充てる案も挙が

ったが、安定的な恒久財源と言えるのかが問われた。これに対する安倍総理と麻生財務

大臣の答弁に齟齬が見られるとの指摘がなされた30。これを受けて出された政府統一見

解では、「税収の上振れについては、経済状況によっては下振れすることもあり、基本的

には安定的な恒久財源とは言えない」としながらも、「アベノミクスによる経済の底上げ

                                                                                  
25 第 190 回国会衆議院本会議録第 11 号３〜５頁（平 28.2.16） 
26 前掲注４ 
27 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第５号５、６頁（平 28.2.23） 
28 財務省によると、消費税率１％当たりの消費税収から、政府（国・地方）が負担する額等を控除した額を求

め、この額に、家計調査から推計した軽減税率対象割合（軽減税率対象消費支出額／課税対象消費支出額）

を乗じて算出したとしている。 
29 第 190 回国会参議院予算委員会会議録第４号 27、28 頁（平 28.1.19） 
30 第 190 回国会衆議院予算委員会議録第３号２、12、13 頁（平 28.1.12） 
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による税収増をどう考えていくかについては、経済財政諮問会議において議論していく」

とされたため、税収増を財源に充てる余地は残されたと言える。 

その他、外国為替資金特別会計の保有資産、たばこ税等で賄うことの是非についての

議論もあったが、結局、国会審議の中で具体的な財源確保策は明らかにされなかった31。

安倍総理は、「安定的な恒久財源を確保することにより、社会保障と税の一体改革におけ

る 2.8 兆円程度の社会保障の充実に必要な財源を確保」するとし、「社会保障の充実」を

予定通り実施するとの方針を示したが32、現時点で有力な候補が見当たらないことから、

財源探しは難航が予想される。 

エ インボイス制度（適格請求書等保存方式）の導入の影響 

  複数税率制度の下で適正に課税する観点から、欧州と同様、我が国でもインボイス制

度が導入されるが、中小事業者等を中心に事務負担の増加を懸念する声が多い。これに

対して坂井財務副大臣は、準備期間を４年間設けた上で、その間に税額計算の特例を認

めるなど中小事業者等に配慮すると述べた33。また、こうした特例によっていわゆる益

税34が発生するとの懸念も指摘されたが、これに対し麻生財務大臣から、実態と大きく

乖離しないよう事業者の状況に応じたきめ細かな対応35を行うとの答弁があった36。 

 一方、課税売上高 1,000 万円以下の免税事業者はインボイスを発行できないことから、

免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除ができない。このため、免税事業者は

課税事業者に転換しない限り取引から排除されるとの懸念が示されたが、政府参考人か

ら、取引排除の懸念があることは認めた上で、免税事業者からの仕入税額控除を一定期

間認めるなど、免税事業者が時間をかけて対応できるような制度設計としているとの答

弁があった37。また、麻生財務大臣は、免税事業者が課税事業者に転換する利点として、

インボイス方式では税額が明確になるので価格転嫁をしやすくなる点を挙げた38。 

政府は、軽減税率制度導入後３年以内を目途にインボイス方式の導入に係る事業者の

準備状況及び事業者取引への影響の可能性などを検証し、必要な措置を講ずることとし

ているが39、こうした問題は、準備期間を設けることで解決できるものではなく、結局、

期間経過後は課税事業者への転換を迫られるのではないかとの指摘もなされている40。 

 

                                                                                  
31 第 190 回国会参議院予算委員会会議録第２号 12 頁（平 28.1.15）、第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録

第５号 39 頁（平 28.2.23）、第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第６号 31 頁（平 28.3.23） 
32 第 190 回国会参議院本会議録第７号５頁（平 28.1.28） 
33 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第５号 36、37 頁（平 28.2.23） 
34 消費者が事業者に支払った消費税の一部が納税されず事業者の手元に残ること。 
35 売上げを税率ごとに区分することが困難な事業者が、売上げの一定割合を軽減税率対象品目の売上げとして

税額計算することができる特例が設けられる。具体的には、売上げの一定割合について、①仕入れを管理で

きる卸売・小売事業者は仕入総額に占める軽減税率対象品目に係る仕入金額の割合、②①以外の事業者は、

通常の連続する 10 営業日の売上総額に占める軽減対象品目の売上金額の割合、③①・②の計算が困難な事業

者は 50％とする。 
36 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第５号 26 頁（平 28.2.23） 
37 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第５号 43 頁（平 28.2.23） 
38 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第６号 34 頁（平 28.2.24） 
39 本改正案附則第 171 条第２項 
40 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第５号 43 頁（平 28.2.23） 
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（２）消費税率引上げ再延期をめぐる議論 

  平成 24 年８月に成立した税制抜本改革法に基づき、消費税率は平成 26 年４月に８％

へ引き上げられた。その後、実質ＧＤＰ成長率が２四半期連続でマイナスとなるなど、

経済情勢の悪化を受け、安倍総理は平成 26 年 11 月 18 日、景気判断条項に基づき、消費

税率 10％への引上げを平成 27 年 10 月から平成 29 年４月まで１年６か月延期するとと

もに、再延期は行わない意向を表明した。これを受け、平成 27 年度税制改正において、

消費税率 10％への引上げ時期が延期されるとともに、景気判断条項が削除された。 

国会審議では、現下の経済情勢を踏まえ消費税率引上げの再延期の可能性が議論され、

特に、安倍総理が示す再延期の条件が焦点となった。従来から安倍総理は、平成 29 年４

月の消費税率 10％への引上げは、リーマン・ショックや大震災のような重大な事態が発

生しない限り確実に実施すると述べていた41。さらに、安倍総理は、「重大な事態」とは、

単に個人消費の落ち込みのみではなく、その背景に世界経済の大幅な収縮が実際に発生

している状況を指すとし、また、「世界経済の大幅な収縮」については、株価等の変動の

みではなく、実体経済への影響も含めて考える必要があると述べ、株価等の下落のみを

理由とした再延期を否定し、世界的な経済危機以外は消費税率引上げを行うとの姿勢も

見られた42。その上で、消費税率引上げの是非は、専門的な見地から行われる分析も踏

まえ政治判断で決定すべきとした43。しかしながら、安倍総理は、「消費税率を引き上げ

て、逆の結果、いわば経済ががくんと減速して、結果として税収が上がらないという状

況をつくるのであれば、これは全く意味がない」とも述べるなど44、消費税率引上げに

耐えられる経済状況でなければ再延期する可能性を含ませていた。  

 こうした中、安倍総理は、平成 28 年３月から７回にわたり「国際金融経済分析会合」

を開催し、国内外の有識者から、世界の金融・経済情勢等について見解を聴取した。同

会合の趣旨について問われた麻生財務大臣は、飽くまでもＧ７伊勢志摩サミット45の議

長国として現下の世界的な経済状況に適切に対応するためとし、消費税率引上げの判断

との関連は否定した46。しかしながら、同会合では、消費税率引上げについても有識者

から見解を聴取していた47。 

  会期終了日の平成 28 年６月１日、安倍総理は記者会見を開き、サミットでの合意48を

踏まえ、内需を腰折れさせかねない消費税率 10％への引上げを平成 31 年 10 月まで２年

６か月延期する意向を表明した。また、軽減税率制度の実施も同時期まで延期すること

                                                                                  
41 第 190 回国会参議院本会議録第６号５頁（平 28.1.27）等 
42 第 190 回国会衆議院総務委員会議録第５号 22 頁（平 28.2.26） 
43 第 190 回国会衆議院総務委員会議録第５号 22 頁（平 28.2.26） 
44 第 190 回国会衆議院予算委員会議録第 15 号 45 頁（平 28.2.19） 
45 平成 28 年５月 26 日、27 日に三重県で開催された。 
46 第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第５号 22 頁（平 28.3.22） 
47 ジョセフ・スティグリッツ米コロンビア大学教授から消費税率引上げに否定的な見解が示された一方、アン

ヘル・グリアＯＥＣＤ事務総長からは、予定通り引き上げるべきとの見解が示された。 
48 Ｇ７伊勢志摩サミットの首脳宣言では、「世界経済の見通しに対する下方リスクが高まってきている」とし

た上で、「新たな危機に陥ることを回避するため（中略）適時に全ての政策対応を行う」との合意が盛り込ま

れた。 
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としたが、インボイス制度の導入時期については言及しなかった49。このように、安倍

総理は、前回の消費税率引上げ延期の際に再延期は行わないことを明言した上で景気判

断条項を削除していたにも関わらず、今回再延期の判断を下した。 

 安倍総理は、消費税率引上げ再延期を表明した記者会見で、現下の経済情勢について

リーマン・ショック級の事態は発生しておらず、平成 28 年４月に発生した熊本地震は大

震災級ではないとした上で、再延期することについては、サミットで共有された世界経

済の下方リスクを踏まえた「新しい判断」とし、第 24 回参議院議員通常選挙で国民の信

を問うと説明した。また、延期期間を２年６か月とした理由については、2020 年度（平

成 32 年度）の基礎的財政収支（プライマリーバランス）黒字化目標を堅持するぎりぎり

のタイミングとしたが、平成 31 年 10 月に消費税率を引き上げても、平成 32 年度には増

収分を十分反映できないため、目標達成への影響は避けられないであろう50。さらに、

消費税率 10％への引上げ時に予定していた「社会保障の充実」51については、延期期間

中は全てを実施することはできないとしながらも、赤字国債の発行ではなく増加した税

収も活用しながら、優先順位をつけて実施するとした。消費税率 10％への引上げ後には、

消費税増収分のうち１％分に当たる 2.8 兆円を「社会保障の充実」に充てることとなっ

ている。平成 28 年度予算では、約 1.5 兆円が充てられており、残る約 1.3 兆円分の対応

が注目される。仮に、赤字国債の発行で対応することとなれば、消費税を始めとする税

制抜本改革で安定財源を確保し、社会保障の充実・安定化と財政健全化の同時達成を目

指すとする一体改革の理念との整合性が問われよう。 

 

（３）法人税改革をめぐる議論 

ア 法人実効税率引下げの意義及び効果 

法人税改革については、平成 28 年度税制改正で法人実効税率の引下げ幅を上乗せし、

目標としていた 20％台を前倒しで実現することとなった。平成 24 年 12 月に第２次安倍

内閣が発足して以降、実に７％超の引下げが実現することとなり、主要先進国のドイツ

（29.72％）と同水準となる。 

このように、改革を前倒ししてまで法人実効税率引下げを行う意義や効果について麻

生財務大臣は、法人課税をより広く負担を分かち合う構造に変えていく改革を通じて、

稼ぐ力のある企業の税負担が軽減されることで収益力が拡大し、積極的な投資や賃上げ

をすることが可能となるとの見解を示した52。 

しかし、法人税は設備投資や人件費等の費用を差し引いた後の利益に対して掛かるこ

とから、税率の引下げが設備投資や賃上げに直接つながるのかが問われた。これに対し

                                                                                  
49 「平成 28 年６月１日 安倍内閣総理大臣記者会見」首相官邸ウェブサイト

<http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement/2016/0601kaiken.html>（平 28.7.14 最終アクセス） 
50 『日本経済新聞』（平 28.5.31） 
51 消費税率 10％への引上げ時に実施予定の施策としては、年金受給者のうち、低所得・低年金高齢者等に月

額最大 5,000 円を給付する年金生活者支援給付金や年金受給資格期間の短縮（25 年→10 年）などが挙げられ

る。 
52 第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第４号 11 頁（平 28.3.17） 
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麻生財務大臣は、キャッシュフローが増えることで企業が積極的に投資を行う考え方も

あるとの見解を示したが53、これまで安倍内閣が行ってきた法人実効税率の引下げ後も、

企業の内部留保が拡大する一方で、企業の設備投資の伸び悩みや労働分配率が低下する

傾向が見られた。このため、内部留保の活用を促す方策として、内部留保課税の是非が

焦点となった。内部留保は税引き後の当期純利益から配当を除いたものであることから、

経済界を中心に内部留保課税は二重課税に当たるとの批判も多い。この点について政府

参考人は、同族会社に対する内部留保金課税制度54が存在することに触れ、「税制上の整

理として課税根拠が認められれば、それは二重課税論には当たらないということになろ

う」との見解を示した55。一方で、岡田財務副大臣は、政府として内部留保課税といっ

たアイデアは現在のところ検討していないと述べた56。内部留保は必ずしも現預金等で

保有されているとは限らず、すでに設備等として保有されている場合もあることから、

その額の多寡をもって一概に論ずることはできない。しかし、企業が必要以上に現預金

等を保有することは、資本効率の観点から望ましいとは言えず、投資拡大や賃上げとい

った形で還元していくことが期待される。 

イ 課税ベースの拡大等による影響 

平成 28 年度税制改正における法人実効税率の引下げは、我が国の厳しい財政状況や企

業の内部留保及び手元資金の状況を踏まえ、財源なき減税は適当でないとし、租税特別

措置の見直し、法人事業税の外形標準課税の更なる見直し等で財源を確保した上で実施

されることとなった57。しかし、課税ベースの拡大等は、多くの企業に対し税負担の変

動をもたらすため、企業行動等に与える影響が懸念された。 

具体的に、大法人（資本金１億円超）に係る法人事業税の外形標準課税の拡大につい

て、赤字法人や低収益の中堅企業に対する税負担の増加が特に懸念されたが、これに対

して高市総務大臣は、業績が向上すれば税負担は軽減されることになるとの見解を示し

た58。また、外形標準課税は企業が生み出した付加価値等に課税する仕組みであるため、

賃金を増加させた企業に対し課税を強化することにつながりかねない。このため、政府

が賃上げ等を企業に求めることとは矛盾するとの指摘もあった59。 

また、租税特別措置については、特定の政策目的を実現するために有効な政策手法と

なり得る一方で、税負担のゆがみを生じさせる面があるため、毎年度、期限が到来する

ものを中心に、必要性や政策効果を見極めた上で、ゼロベースで見直しを行うこととさ

れている60。今回の主な見直しとして、平成 26 年度に創設された生産性向上設備投資促

                                                                                  
53 第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第５号２頁（平 28.3.22） 
54 特定同族会社（１株主グループによる持株割合等が 50％を超える会社）の各事業年度の留保金額が留保控

除額を超える場合には、その同族会社の各事業年度の所得に対する法人税額に加え、その超える部分の留保

金額の区分に応じ、10～20％の累進税率による課税が行われる。間接的に配当支払の誘因としての機能を果

たしつつ、法人形態と個人形態における税負担の差を調整するために設けられている。 
55 第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第７号 13 頁（平 28.3.24） 
56 第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第５号 16 頁（平 28.3.22）   
57 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第７号 10 頁（平 28.2.25） 
58 第 190 回国会参議院総務委員会会議録第４号（その一）14、15 頁（平 28.3.17） 
59 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第５号 40 頁（平 28.2.23） 
60 第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第７号 20 頁（平 28.3.24） 
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進税制を期限通り平成 28 年度末で廃止することが明確化された。同税制は、生産性向上

に資する先端設備等を導入する場合に即時償却や税額控除を認めるものであるが、廃止

することと投資拡大を目指す政府の方針との整合性が問われた。これに対し麻生財務大

臣は、適用期限を延長すると政策効果が薄れるとし、むしろ企業の投資判断の前倒しを

促すため期限通りに廃止するとの見解を示した61。 

このような見直しにより生ずる影響については、企業収益を拡大させ投資や賃上げに

つなげることで経済の好循環の定着を目指すとする法人税改革の趣旨を踏まえ、企業の

収益、投資、賃上げ等の動向も見極めながら、今後検証していくことが必要となろう。 

ウ 法人税改革の今後の方向性 

平成 28 年度税制改正により法人実効税率は、平成 30 年度に 29.74％まで引き下げら

れるが、この水準について麻生財務大臣は、アジアの競争相手国62よりは高いけれども、

ＯＥＣＤの先進国63よりは低いとし、国際的には遜色がないとの認識を示した64。しかし、

今後の法人税改革については、企業の投資拡大や賃上げに係る取組を見極める必要があ

るとの答弁にとどまり65、国会審議の中で具体的な方向性は示されなかった。 

一方、日本経団連は、「将来的にＯＥＣＤ諸国平均、また、競合するアジア近隣諸国並

みの 25％へと引き下げるべき」と提言している66。国際的な法人実効税率引下げ競争の

中、政府は、我が国の立地競争力を強化していくため、法人実効税率の更なる引下げを

目指すのかが注目される。法人課税の今後の行方は企業行動にも影響を与えることから、

方向性を明確に示すことが重要であろう。 

ただし、法人実効税率を引き下げる場合、１％当たりおよそ 4,700 億円程度の減収を

伴うとされ67、財政健全化目標との両立を図る観点からは、代替財源の確保が欠かせな

い。仮に、法人課税の枠組みの中で税収中立を図る場合、今回の法人税改革における主

要な代替財源となった法人事業税の外形標準課税の更なる拡大が候補の一つとして挙げ

られる。しかし、外形標準課税が既に全体の８分の５まで拡大されており、赤字法人や

低収益の中堅企業に対する影響が懸念されている現状を鑑みると、更なる拡大は困難と

見られる。その他の代替財源の候補としては、租税特別措置や減価償却の見直しなどが

挙げられるが、十分な財源を確保できるかが課題となろう。また、中小法人課税、協同

組合課税、公益法人課税など法人課税をめぐる課題は山積しており、これらが代替財源

確保策と併せて検討されることも考えられる。 

 

（４）その他の議論 

ア スイッチＯＴＣ医薬品控除の創設 

                                                                                  
61 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第 10 号 15 頁（平 28.3.1） 
62 中国 25％、韓国 24.2％、台湾 17％、シンガポール 17％、香港 16.5％（平成 28 年１月現在） 
63 アメリカ 40.75％、フランス 33.3％、ドイツ 29.72％（平成 28 年１月現在） 
64 第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第５号 15、16 頁（平 28.3.22） 
65 第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第５号 15、16 頁（平 28.3.22） 
66 『平成 28 年度税制改正に関する提言』（平成 27 年９月８日 一般社団法人日本経済団体連合会） 
67 第 187 回国会衆議院財務金融委員会議録第５号 20 頁（平 26.11.12） 
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本制度は、増加する医療費抑制のため、セルフメディケーション（自主服薬）推進の

観点から設けられた。本制度を設けた意義及び効果について、政府参考人から、軽度の

疾病に罹患した者が医療機関を受診するのではなく、薬局でスイッチＯＴＣ薬を購入す

ることを促し医療費適正化の効果を期待するとの見解が示された。医療費適正化の効果

については、利用状況等を注視していくとの答弁にとどまり、明確な数値は示されなか

った68。本制度の導入による減収額は平年度ベースで 30 億円と見積もられており、医療

費抑制効果が発揮されているか十分な検証が必要であろう。 

イ 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の創設 

本制度の適用要件は、工事内容で判断し、実際の同居を問わないこととしている。こ

の理由について政府参考人から、家族構成等について要件を設定することはプライバシ

ーの観点から困難であるとの見解が示された69。三世代同居と女性の就業率及び出生率

との間には正の相関が認められるとされるが70、実際の同居を要件としていない以上、

検証に際しては、世代間の助け合いによる子育て支援といった政策効果が十分に発揮さ

れているかどうか注視する必要がある。 

ウ ＢＥＰＳプロジェクト関係 

  一部の多国籍企業による過度な租税回避行為を防止する観点からＢＥＰＳプロジェク

トが策定されたが、本プロジェクトの意義と日本国民にもたらされる利点について麻生

財務大臣は、多国籍企業の租税回避を防止することで、租税回避を行っていない日本企

業の国際的な競争条件が改善するとの見解を示した71。ＢＥＰＳプロジェクトでは、各

行動計画の内容が相互補完的に作用することにより、効果的にＢＥＰＳに対応すること

とされている。今後は、ＢＥＰＳ最終報告書の勧告内容を実施していく段階に入る。Ｏ

ＥＣＤ等で議論を先導してきた我が国としても、引き続き国内法の整備等、円滑にプロ

ジェクトを推進することが求められる。 

 

４．おわりに 

安倍総理は、消費税率 10％への引上げ再延期の決断を「新しい判断」と述べ、参議院議

員通常選挙において、国民の信を問うとした。その結果、与党で改選議席の過半数獲得と

の目標を達成し、今秋の臨時国会に、消費税率 10％への引上げ再延期を盛り込んだ関連法

案が提出される見込みである72。同法案が成立すれば、消費税率 10％への引上げは２度に

わたり計４年間延期され、社会保障や財政健全化に影響を与えることは避けられない。消

費税を始めとする税制抜本改革で安定財源を確保し、社会保障の充実・安定化と財政健全

化の同時達成を目指すとする一体改革の枠組みの在り方が問われる。 

 

（よしなり としはる） 

                                                                                  
68 第 190 回国会参議院財政金融委員会会議録第４号 13 頁（平 28.3.17） 
69 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第４号 22、23 頁（平 28.2.17） 
70 第 190 回国会衆議院財務金融委員会議録第６号 23 頁（平 28.2.24） 
71 第 190 回国会参議院本会議録第 11 号５、６頁（平 28.3.9） 
72 前掲注 49 


